
一般貨物自動車運送事業の継続認可申請書

平成 年 月 日

中国運輸局長 殿

申請者氏名

住所 印

一般貨物自動車運送事業について、貨物自動車運送事業法第３１条第１項の規定により下記のとおり

継続認可申請をします。

記

１．氏名及び住所

２．被相続人との続柄

３．被相続人の氏名及び住所

４．相続の開始の日



一般貨物自動車運送事業継続認可申請

の記載事項及び添付書類

○記載事項

１．氏名及び住所

２．被相続人との続柄

３．被相続人の氏名及び住所

４．相続の開始の日

○添付書類

１．申請者と被相続人との続柄を証する書類

２．申請者が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合次の書類

(1)資産目録 （住所・氏名を入れること）

(2)履歴書

(3)法第５条各号のいずれにも該当しない旨を証する書類

３．申請者以外に相続人がある場合、当該一般貨物自動車運送事業を申請者が継続して経営することに対す

る当該申請者以外の相続人の同意書

○その他必要となる書類

１．事業計画の新旧対照表（事業計画に変更がある場合）

２．事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類

３．施設の使用権原を証する書面

イ．自己所有・・・不動産登記簿謄本又は納税証明書等

ロ．借入・・・・・賃貸借契約書（写）・使用承諾書（写）等

（事業用として使用可能であること又、車庫については面積と地目も記入下さい。）

４．事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類（施設の変更がある場合）

(1)施設の案内図、見取図、平面(求積)図面、写真

（写真は営業所・休憩室の外観及び内部・車庫の全体図及び出入り口と前面道路の様子）

(2)車庫前面道路の道路幅員証明書（前面道路が国道の場合は不要）

（車両制限令より幅員が不足している場合は道路管理者から通行可能であることの意見を付して下さい。

意見についての質問は直接、中国運輸局自動車交通部貨物課082-228-3438までお問い合わせ下さい。）

５．施設が都市計画法等関係法令に抵触しないことの宣誓書

６．運行管理者資格者証（写）及び就任承諾書

７．整備管理者の資格を証する書面（写）及び就任承諾書

８．貨物自動車利用運送を新たに行う場合、利用運送に係る事業計画新旧対照表（別紙）

９．申請者が利用運送事業者（自動車）である場合、申請者の利用運送廃止に係る宣誓書

注）審査にあたっては、許可事案の処理方針（平成１５年２月２８日付け中国運輸局公示第１８３号）が準用

となりますので、必要に応じて追加書類を求めることがあります。



事業用自動車の運行管理等の体制

１．事業計画を遂行するに足りる有資格者の運転者を確保する計画 確保人員 名

確保予定人員 名

２．適切な運行管理者及び整備管理者の選任計画並びに指揮命令系統

□確保済

□選任予定

運 行 管 理 者 補 助 者 運 転 者

氏名

社 長 担当役員 等

氏名

整 備 管 理 者

氏名

３．労働省の２・９告示及び３・１通達に適合する勤務割及び乗務割の計画

（自社の時間を記入して下さい。）

拘 束 時 間 運 転 時 間 休 息 時 間

時間 時間 時間１ヶ月 ２日平均１日当り 勤務と勤務の間

時間 時間１ 日 ２週平均１週当り

時間連 続 運 転

４．点呼等が確実に実施できる体制

点 呼 場 所 点 呼 実 施 者 日常点検の実施場所 日常点検の実施者 営業所と車庫間の連絡方法

５．事故防止及び過積載の防止等に対する指導教育及び事故処理の体制

（１）事故防止に関する指導教育方法及び計画

研修・講習会等の開催予定 年間 回

（２）過積載の防止に関する指導教育方法及び計画

①研修・講習会等の開催予定 年間 回

②積載量確認方法 □計量器による □運送依頼票による

（３）事故処理連絡体制

運 転 者 運行管理者 社 長

警 察 署 運 輸 支 局

６．苦情処理体制

苦情処理責任者 氏名

苦情処理担当者 氏名

適用する運送約款
□ ①運輸省告示第575号（平成2年11月22日）による標準貨物自動車運送約款を適用する。

□ ②運輸省告示第577号（平成2年11月22日）による標準引越運送約款を適用する｡

□ ③国土交通省告示第1047号（平成18年8月31日）による標準霊きゅう運送約款を適用する｡

□ ④上記以外の運送約款を設定する。



中国運輸局長 殿

宣 誓 書

貨物自動車運送事業法第４条第１項第２号に規定する事業計画のうち営業所、車庫及

び休憩・睡眠施設について、都市計画法等関係法令に抵触しないことを宣誓いたしま

す。

平成 年 月 日

住 所

氏名又は名称

代表者の氏名 印



中 国 運 輸 局 長 殿

宣 誓 書

私は、貨物自動車運送事業法第５条各号には該当しないことを宣誓いたします。

もし、この宣誓が事実と相違した場合は、如何なる処分を受けても異議申し立て

はいたしません。

平 成 年 月 日

住 所

氏 名 印

（生年月日） 年 月 日

備考 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。：



平成 年 月 日

中 国 運 輸 局 長 殿

（住所）

,（ ）氏名

就 任 承 諾 書

私は、 が一般貨物自動車運送事業

の継続を認可された場合、運行管理者に就任することを承諾してい

ます。

備考：氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。



平成 年 月 日

中 国 運 輸 局 長 殿

（住所）

,（ ）氏名

就 任 承 諾 書

私は、 が一般貨物自動車運送事業

の継続を認可された場合、整備管理者に就任することを承諾してい

ます。

備考：氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。



に係る宣誓書第一種貨物利用運送事業の廃止

平成 年 月 日

中国運輸局長 殿

申請者氏名又は名称

住所

代表者の氏名 印

貨物自動車運送事業の継続認可申請にあたり、継続認可後は第一種貨物利用運送事業について、廃止

届出を提出することを宣誓いたします。



名称

位置

名称

位置

位置

収容能力

位置

収容能力

名称

位置

位置

面積

構造及
び設備

名称

住所

普通 小型 牽引 被牽引 計 普通 小型 牽引 被牽引 計

業務の範囲 一般事業・宅配便事業 一般事業・宅配便事業

営業所に配置する事業
用自動車の種別及び種

別ごとの数

㎡

　　　　　　一般貨物自動車運送事業の事業計画（新旧対照表）

㎡ ㎡

変　　更　　項　　目

営業所

休憩・睡眠施設

（新） （旧）

する　　　　　　・　　　　　　しない する　　　　　　・　　　　　　しない

㎡ ㎡

主たる事務所

自動車車庫

保管施設

利用する運送
事業者の概要

利用運送に係
る営業所

利用運送事業

㎡



貨物自動車運送事業者が行う

利用運送事業の添付書類

１．事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類

（ただし、貨物自動車運送事業と同位置施設で有れば添付の必要は有りません。）

イ．施設の案内図、見取図、平面(求積)図面、写真 □

ロ．施設が都市計画法等関係法令に抵触しないことの宣誓書 □

ハ．施設の使用権原を証する書面

自己所有・・・不動産登記簿謄本等 □

借入・・・・・賃貸借契約書等 □

２．利用する事業者との運送に関する契約書の写し □

３．貨物の保管施設を必要とする場合

保管施設の面積、構造及び付属設備を記載した書類 □


